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■市町と協力して避難所運営
■秩序ある避難所運営
■要支援者に対する配慮
■在宅避難者への支援

避難生活

•気象情報やハザード
マップを確認

•近隣の安全な場所
や避難経路を確認

•非常持出袋の確認

•自主防災組織に協力
して、秩序ある避難
生活を
•水・食料などは蓄え
ているものでまか
なう

気象情報を
こまめに確認

■自身の安全を確保し、避難誘導
■土砂災害の前兆現象などに注意し、
異常があれば市町に通報する
■自身と家族の安全確保

■地域の避難行動要支援者への声掛け
■気象情報をこまめに確認
■避難準備情報や避難勧告・避難指示
に備えて行動

■土のう積など、被害を抑える行動
■防災資機材や備蓄物資の点検

■早期避難の完了
■避難所等での安否確認等を実施
安全が確保できたのち
■安否や被害についての情報収集
■救出活動
■負傷者の手当・搬送
■避難所運営
■物資の搬送

■自主防災組織の現地対策本部を設置
し、市町との連絡体制を確立する
■避難場所（所）の開設
■地域の災害状況（水位、土砂災害の
前兆現象）に注意する
■住民への避難の呼びかけ
■避難行動要支援者の避難支援

気象庁の情報 気象状況 各個人の行動 自主防災組織の活動

避難準備が整い次第、
避難開始

高齢者等は速やかに
避難

速やかに避難

避難先で
安全を確保

雨が強くなる

大雨

警報級
の

可能性

注意報

警報の
危険度
分布

注意
（注意報級）

警報
（警報級）

非常に
危険

極めて
危険

指定河川
洪水予報

大雨に
関する
気象情報

氾濫
注意
情報

氾濫
警戒
情報

氾濫
危険
情報

氾濫
発生
情報

警報

特別
警報

記
録
的
短
時
間
大
雨
情
報

土
砂
災
害
警
戒
情
報

特に土砂災害警戒
区域等にお住まい
の方は、速やかに避難

避難を完了
この状況になる前に
避難を完了

避難勧告

避難指示
（緊急）

避難準備・
高齢者等避難開始

数時間
～3日
数時間
～3日

大雨が一層
激しくなる

大雨の
数時間～
2時間
程度前

雨が
降り始める

大雨の数日
～約1日前

被害発生

　大地震が突然発生した場合、どんな事態が起こり、何をすればよいのでしょう。時間の経過とともに想定される状況と活動
をシミュレーションしてみましょう。

地震災害が発生した場合の時間的経過に伴う自主防災活動1

自
主
防
災
組
織
の
活
動

各個人の行動

隣近所の安全確認、出火防止・
初期消火、余震に注意

揺れがおさまった

最初の大きな揺れは約1～3分間

火災の発見、家屋の倒壊発見、
負傷者発見

■まず、身を守る
■揺れが収まったら火を消す
■非常脱出口の確保（ドア、窓を開ける）

■隣近所に声をかける
■近所に火は出ていないか確認する
■火が出ていたら大声で知らせる

■隣近所で助け合う
　（災害弱者の安全確保。行方
　不明者、けが人はいないか
　確認）
■出火防止を呼びかける
■初期消火を行う

■情報班による地域内の被害情報の収集

■市町などからの情報を住民へ正しく伝える

■消火班による初期消火活動
■救出・救助班による救出活動
■負傷者の応急救護や救護所への搬送

■地域の事業所などの協力を得る
■地域だけでは対応が困難な場合は消防署な
　どへ出動を要請する

■指定された避難所での避難生活に入る
■市町と協力して避難所運営
■避難生活計画書にしたがった秩序ある避難所運営
■避難行動要支援者に対する配慮

■みんなで消火・救出活動
■ラジオや同報無線で正しい情報を確認する
■デマにまどわされない
■避難には原則として車を使わない
■避難の際はブロック塀、ガラス、がれきに
　注意する
■電話は緊急連絡を優先する

■自主防災組織に協力して、
　秩序ある避難生活を

■消火と救出活動に協力する
■壊れた家には戻らない
■水・食糧は蓄えているもの
　でまかなう

■火元の確認→ガスの元栓を締め、
　電気のスイッチ・ブレーカーを
　切る。火が出ても落ち着いて初
　期消火をする
■家族の安全を確認→倒れた家具
　の下敷きになっていないか確認
■靴・スリッパを履く→家の中は
　ガラスの破片が散乱して危険
■津波、山・崖崩れの危険が予想
　される地域は即避難する

※津波が予想される場合には、直ち
　にできる限り高い場所に避難

1～3分

3～5分

10分～
数時間

数時間～
3日

避難生活

地震発生

参照 P46

参照 P17

参照 P31

参照 P31

参照 P22、P29

参照 P22、P29

参照 P29

参照 P29

参照 P30

参照 P29

　地震発生時の活動と同様に、風水害時においても時期に応じた的確な活動が求められるが、突然襲ってくる地震とは異なり、
風水害はその発生までにある程度の時間があるため、被害が及ぶ危険性を避けるために早期に情報伝達や避難といった行動を
とることによって、大規模な被害を抑えることが可能となります。
　風水害などの自然災害が発生する場合、どんな情報が発表され、何をすればよいのでしょう。時間の経過とともに想定され
る状況と活動のシミュレーションをしてみましょう。

風水害が発生した場合の時間的経過に伴う自主防災活動2
災害が発生した場合

災害が発生した場合

vol.4
ピーちゃん
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リヤカー

救急
医療品

担架・毛布

ロープ

防水シート警笛

車椅子

衝立等でプライバシーを
確保する

早い時期に
リーダーを選任する

高齢者等は
トイレに
近い場所に

食料等の
配布は全員に
行き渡るように

「壁新聞」等を作成し、
共通の認識を持てるようにする

放送は
ソフトな
呼びかけを

エンジンカッター

スコップ

バール

チェーンソー

油圧ジャッキ
※救出活動には危険が伴います。二次災害に十分気をつけ、
　無理のない範囲で救出活動を行ってください。

アマチュア無線

携帯用無線機

掲示板

ハンドマイク携帯ラジオ

走って伝える

自転車

張り紙

避難計画策定にあたっての注意点
●住民がよく知っている広くて危険のない場所を、あらか
じめ集合場所、避難場所として決めておく

●避難誘導の責任者を決め、全員が指示に従ってまとまっ
て避難できるようにしておく

●自主防災組織の責任者は、安全な避難経路を気象条件や
災害規模に合わせて、3パターンほど選定しておく

●避難行動要支援者に対する配慮を怠らず、全員が安全に
避難できるよう便宜を図る

●日頃から訓練を繰り返し、避難方法や場所などを住民に
周知徹底しておく 参照 P20・避難訓練

救出活動の手順
①まず自分の安全を確認し、家族や隣人の救出にあたる
②大きな声をあげて反応を確かめ、負傷者などの居場所の
情報を集める

③居場所を確認したら、救出するための人を集める（負傷
者が見える場合は5～10人、見えない場合は20人くらい）

④ノコギリ、ハンマー、バール、ジャッキ、ロープなどの
資機材で救出する

⑤大規模な救出作業が必要な場合は、チェーンソーやエン
ジンカッターなどの資機材を利用し、必要な場合は速や
かに消防機関などの出動を要請する。また、すぐに救出
できない場合は、被災者の埋没位置や人数などを正確に
把握しておく

参照 P21・救出・救護訓練

情報の収集及び伝達のポイント
●情報収集を迅速に行うため、あらかじめ調査区域を分け、
担当者を決めておく
●記入フォームを作っておくと、必要な情報をもれなく把
握することができる
●各区域の被害報告を取りまとめ、情報班長が市町災害対
策本部などの防災関係機関に報告する（「被害なし」とい
う報告も、災害の全体像をつかむための重要な情報。必
ず本部へ報告すること）
●同報無線や市町の広報車、テレビやラジオからの情報を
確認し、デマによるパニックなどが起こらないよう、各
家庭へ正確な情報を伝える 参照 P20・情報収集・伝達訓練

　避難生活は、災害によるショックや共同生活の不自由さ、
不便さを強いられるため、決して楽しいものではありません。
お互いに助け合って少しでも快適に過ごせるように、自主防
災組織が中心となって、避難住民の生活の秩序を保つ必要が
あります。高齢者や障がいのある要配慮者には、特に温かい
配慮を忘れないようにしましょう。
　そのためには、避難生活計画書や避難台帳をしっかり作成
しておくことが大切です。
■情報の伝達経路を決める
●市町からの情報は、市町配
備職員が受け、情報総括班
長に伝える
●情報総括班長は、各自主防
災組織の情報班長に伝える
●各情報班長は、その連絡を
住民に伝える
●ラジオなどから直接入る情
報にも注意する
■掲示板・伝言板の設置
●掲示板や伝言板などを通じて、
　情報の伝達や共有に努める
■安否確認
●安否確認カードなどを活
用し、避難所ごとの安否
確認を行う
■生活時間を決める
●生活区域、生活上のルー
　ルを決める
●生活の時間も決めておく

避難生活8
　大規模な災害が発生すると、その施設の被災や多数の負傷
者が出るため、すぐに医療機関による治療が受けられるとは
限りません。負傷者を発見した場合は、まず適切な応急手当
を行いましょう。また、重傷患者や中等傷患者は、救護病院
や市町が設営する救護所に搬送するようにします。救護病院
の場所は、事前に市町に確認しておきましょう。応急処置法
については資料編を参考にしてください。

医療救護活動6

　住民の生命や身体に危険が生じる津波や土石流、河川氾
濫、大火災などの危険が切迫している場合、危険地域の住
民に対し、市町長から避難勧告や避難指示（緊急）が出ます。

避難行動7

参照 No.1 容態の観察/P51 参照 No.2 出血の手当/P52

参照 No.6 人工呼吸/P56

参照 No.3 心肺蘇生/P53

参照 No.7 代用副子・三角巾による骨折固定法/P57

■食料・水の確保は
●原則として食事は、各自の非常持ち出しの食料でまかなう。
その場合、火を使う料理は避ける
●避難が長期にわたり、各自の食料でまかなえない場合は、
共同で炊き出しを行う
●食事や給水は、リーダーの指示に従い、順序よく行う
■ゴミのルールを決める
●生ゴミは、場所を決めて出す
●その他のゴミは分別し、きちんとわけて出す
■トイレのルールを決める
●トイレはきれいに使用し、定期的にきちんと清掃する
■ペットへの対応
●飼育舎の把握、飼育場所の指定、排泄物の後始末などを徹
底しておく
■緊急輸送手段の確保
●緊急時に備えて、各自主防災組織から車両を一台ずつ用意
するなど、輸送対策を決めておく
■避難所の運営・管理の注意点
●避難所は、行政機関が指定している場所を基本とする
●市町担当、避難施設の管理者、自主防災組織が中心となっ
て避難所運営組織を設ける
●運営本部に、総務、被災者管理、情報、食料・物資、施設管理、
保健・衛生等の各総括班長をおく
●運営本部の下に自主防災組織ごとの班編成を行い、班ごと
の役割を決める
●運営本部会議を1日1～2回開催し、情報の収集・伝達、
役割等を再確認するとともに、情報の共有に努める
●縁故避難
　親せき宅への避難など、避難先を変更した場合は、情報班
を通じて、運営本部へすみやかに連絡する
■使用禁止建物への立ち入り禁止
●倒壊の危険がある建物は、ロープ等で閉鎖し、立ち入りを
禁止する
■プライバシーの保護に気をつける
●お互いのプライバシーを保護するため、家族単位で区分け
し、むやみに他人の場所へ立ち入らないようにする
■女性や高齢者への配慮
●慣れない環境や設備の不足により、負担が大きくなる女性
や高齢者への配慮が特に必要になる
●更衣室や授乳室、女性用トイレを多めに設置することや、
高齢者の健康管理に特に注意する等
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救護所 救護病院

医者を必要としない
治療が可能な人

家庭内や自主防災組織に
おいて処置する

避難所に指定されている
学校または診療所内に設置

●トリアージを行う
●重傷患者の応急処置
●中等傷患者の処置
●中等傷患者は処置後帰宅
　させる

既存病院を使用
●重傷患者の処置や収容を行う

仮設救護病院
避難所として指定されている
学校または有床診療所に設置
●重傷患者の処置や収容を行う

中等傷患者
入院は必要ないが
医者が治療すべき人

自主防災組織に
よる搬送

重傷患者
入院が必要な人

参照 No.5 気道確保の方法/P55参照 No.4 AEDを用いた心肺蘇生法/P54

　地震による火災を防
ぐには、各家庭による
防火対策が一番重要で
す。それでも出火した場合は、自主防災組織が協力して初
期消火活動にあたってください。ただし、地域で行う初期
消火活動は、あくまで火災の延焼防止が目的ですので、決
して無理はしないように注意してください。消防団員や消
防署員が到着したら、その指示に従いましょう。

消火活動5

　その場合、自主防災組織が中心となって迅速な避難誘導
を行ってください。そのためには事前に、防災関係機関と
も十分に協議した避
難計画を、関係住民
に徹底しておく必要
があります。下記事
項を考慮のうえ、綿
密な避難計画を練っ
ておきましょう。

　阪神・淡路大震災では、地震発生から15分間に約60％の
人が亡くなっています。また、長時間にわたって内臓を圧迫
されていた場合は、救出しても生存率がかなり低下します。
　行政の消防力が低下する大規模災害時には、自主防災組織
による素早い救出が被災者の生死を分けます。
　倒壊家屋からの救出には、専門的な知識や技術が必要です。
防災訓練時に、自主防災組織として対応可能な救出方法を、
消防署員や消防団に指導してもらいましょう。
　また、迅速な救出には人手が要ります。近隣住民や避難所
に避難している人の協力を得ることも重要です。

被災者の救出活動4

　災害が起こるおそれがある場合は、すぐに住民に警戒情報
を伝えます。災害が発生した場合は、地域内の被害状況を迅
速に取りまとめ、市町の災害対策本部に報告してください。
　死傷者の人数や建物などの破壊状況、火災発生の有無や状
態などを、正確に速く伝えることが、今後の応急対策や予防
に役立ちます。情報収集と伝達システムを確立することは、
自主防災組織にとって非常に重要な活動のひとつです。

災害応急活動に関する情報の収集及び伝達3

水バケツによる消火活動

災害が発生した場合
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リヤカー

救急
医療品

担架・毛布

ロープ

防水シート警笛

車椅子

衝立等でプライバシーを
確保する

早い時期に
リーダーを選任する

高齢者等は
トイレに
近い場所に

食料等の
配布は全員に
行き渡るように

「壁新聞」等を作成し、
共通の認識を持てるようにする

放送は
ソフトな
呼びかけを

エンジンカッター

スコップ

バール

チェーンソー

油圧ジャッキ
※救出活動には危険が伴います。二次災害に十分気をつけ、
　無理のない範囲で救出活動を行ってください。

アマチュア無線

携帯用無線機

掲示板

ハンドマイク携帯ラジオ

走って伝える

自転車

張り紙

避難計画策定にあたっての注意点
●住民がよく知っている広くて危険のない場所を、あらか
じめ集合場所、避難場所として決めておく
●避難誘導の責任者を決め、全員が指示に従ってまとまっ
て避難できるようにしておく
●自主防災組織の責任者は、安全な避難経路を気象条件や
災害規模に合わせて、3パターンほど選定しておく
●避難行動要支援者に対する配慮を怠らず、全員が安全に
避難できるよう便宜を図る
●日頃から訓練を繰り返し、避難方法や場所などを住民に
周知徹底しておく 参照 P20・避難訓練

救出活動の手順
①まず自分の安全を確認し、家族や隣人の救出にあたる
②大きな声をあげて反応を確かめ、負傷者などの居場所の
情報を集める

③居場所を確認したら、救出するための人を集める（負傷
者が見える場合は5～10人、見えない場合は20人くらい）

④ノコギリ、ハンマー、バール、ジャッキ、ロープなどの
資機材で救出する

⑤大規模な救出作業が必要な場合は、チェーンソーやエン
ジンカッターなどの資機材を利用し、必要な場合は速や
かに消防機関などの出動を要請する。また、すぐに救出
できない場合は、被災者の埋没位置や人数などを正確に
把握しておく

参照 P21・救出・救護訓練

情報の収集及び伝達のポイント
●情報収集を迅速に行うため、あらかじめ調査区域を分け、
担当者を決めておく

●記入フォームを作っておくと、必要な情報をもれなく把
握することができる

●各区域の被害報告を取りまとめ、情報班長が市町災害対
策本部などの防災関係機関に報告する（「被害なし」とい
う報告も、災害の全体像をつかむための重要な情報。必
ず本部へ報告すること）

●同報無線や市町の広報車、テレビやラジオからの情報を
確認し、デマによるパニックなどが起こらないよう、各
家庭へ正確な情報を伝える 参照 P20・情報収集・伝達訓練

　避難生活は、災害によるショックや共同生活の不自由さ、
不便さを強いられるため、決して楽しいものではありません。
お互いに助け合って少しでも快適に過ごせるように、自主防
災組織が中心となって、避難住民の生活の秩序を保つ必要が
あります。高齢者や障がいのある要配慮者には、特に温かい
配慮を忘れないようにしましょう。
　そのためには、避難生活計画書や避難台帳をしっかり作成
しておくことが大切です。
■情報の伝達経路を決める
●市町からの情報は、市町配
備職員が受け、情報総括班
長に伝える
●情報総括班長は、各自主防
災組織の情報班長に伝える
●各情報班長は、その連絡を
住民に伝える
●ラジオなどから直接入る情
報にも注意する
■掲示板・伝言板の設置
●掲示板や伝言板などを通じて、
　情報の伝達や共有に努める
■安否確認
●安否確認カードなどを活
用し、避難所ごとの安否
確認を行う
■生活時間を決める
●生活区域、生活上のルー
　ルを決める
●生活の時間も決めておく

避難生活8
　大規模な災害が発生すると、その施設の被災や多数の負傷
者が出るため、すぐに医療機関による治療が受けられるとは
限りません。負傷者を発見した場合は、まず適切な応急手当
を行いましょう。また、重傷患者や中等傷患者は、救護病院
や市町が設営する救護所に搬送するようにします。救護病院
の場所は、事前に市町に確認しておきましょう。応急処置法
については資料編を参考にしてください。

医療救護活動6

　住民の生命や身体に危険が生じる津波や土石流、河川氾
濫、大火災などの危険が切迫している場合、危険地域の住
民に対し、市町長から避難勧告や避難指示（緊急）が出ます。

避難行動7

参照 No.1 容態の観察/P51 参照 No.2 出血の手当/P52

参照 No.6 人工呼吸/P56

参照 No.3 心肺蘇生/P53

参照 No.7 代用副子・三角巾による骨折固定法/P57

■食料・水の確保は
●原則として食事は、各自の非常持ち出しの食料でまかなう。
その場合、火を使う料理は避ける
●避難が長期にわたり、各自の食料でまかなえない場合は、
共同で炊き出しを行う
●食事や給水は、リーダーの指示に従い、順序よく行う
■ゴミのルールを決める
●生ゴミは、場所を決めて出す
●その他のゴミは分別し、きちんとわけて出す
■トイレのルールを決める
●トイレはきれいに使用し、定期的にきちんと清掃する
■ペットへの対応
●飼育舎の把握、飼育場所の指定、排泄物の後始末などを徹
底しておく
■緊急輸送手段の確保
●緊急時に備えて、各自主防災組織から車両を一台ずつ用意
するなど、輸送対策を決めておく
■避難所の運営・管理の注意点
●避難所は、行政機関が指定している場所を基本とする
●市町担当、避難施設の管理者、自主防災組織が中心となっ
て避難所運営組織を設ける
●運営本部に、総務、被災者管理、情報、食料・物資、施設管理、
保健・衛生等の各総括班長をおく
●運営本部の下に自主防災組織ごとの班編成を行い、班ごと
の役割を決める
●運営本部会議を1日1～2回開催し、情報の収集・伝達、
役割等を再確認するとともに、情報の共有に努める
●縁故避難
　親せき宅への避難など、避難先を変更した場合は、情報班
を通じて、運営本部へすみやかに連絡する
■使用禁止建物への立ち入り禁止
●倒壊の危険がある建物は、ロープ等で閉鎖し、立ち入りを
禁止する
■プライバシーの保護に気をつける
●お互いのプライバシーを保護するため、家族単位で区分け
し、むやみに他人の場所へ立ち入らないようにする
■女性や高齢者への配慮
●慣れない環境や設備の不足により、負担が大きくなる女性
や高齢者への配慮が特に必要になる
●更衣室や授乳室、女性用トイレを多めに設置することや、
高齢者の健康管理に特に注意する等
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医者を必要としない
治療が可能な人
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おいて処置する

避難所に指定されている
学校または診療所内に設置

●トリアージを行う
●重傷患者の応急処置
●中等傷患者の処置
●中等傷患者は処置後帰宅
　させる

既存病院を使用
●重傷患者の処置や収容を行う

仮設救護病院
避難所として指定されている
学校または有床診療所に設置
●重傷患者の処置や収容を行う

中等傷患者
入院は必要ないが
医者が治療すべき人

自主防災組織に
よる搬送

重傷患者
入院が必要な人

参照 No.5 気道確保の方法/P55参照 No.4 AEDを用いた心肺蘇生法/P54

　地震による火災を防
ぐには、各家庭による
防火対策が一番重要で
す。それでも出火した場合は、自主防災組織が協力して初
期消火活動にあたってください。ただし、地域で行う初期
消火活動は、あくまで火災の延焼防止が目的ですので、決
して無理はしないように注意してください。消防団員や消
防署員が到着したら、その指示に従いましょう。

消火活動5

　その場合、自主防災組織が中心となって迅速な避難誘導
を行ってください。そのためには事前に、防災関係機関と
も十分に協議した避
難計画を、関係住民
に徹底しておく必要
があります。下記事
項を考慮のうえ、綿
密な避難計画を練っ
ておきましょう。

　阪神・淡路大震災では、地震発生から15分間に約60％の
人が亡くなっています。また、長時間にわたって内臓を圧迫
されていた場合は、救出しても生存率がかなり低下します。
　行政の消防力が低下する大規模災害時には、自主防災組織
による素早い救出が被災者の生死を分けます。
　倒壊家屋からの救出には、専門的な知識や技術が必要です。
防災訓練時に、自主防災組織として対応可能な救出方法を、
消防署員や消防団に指導してもらいましょう。
　また、迅速な救出には人手が要ります。近隣住民や避難所
に避難している人の協力を得ることも重要です。

被災者の救出活動4

　災害が起こるおそれがある場合は、すぐに住民に警戒情報
を伝えます。災害が発生した場合は、地域内の被害状況を迅
速に取りまとめ、市町の災害対策本部に報告してください。
　死傷者の人数や建物などの破壊状況、火災発生の有無や状
態などを、正確に速く伝えることが、今後の応急対策や予防
に役立ちます。情報収集と伝達システムを確立することは、
自主防災組織にとって非常に重要な活動のひとつです。

災害応急活動に関する情報の収集及び伝達3

水バケツによる消火活動

災害が発生した場合
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地図で避難先がわかる、最新情報が自動で届く、
避難計画をメモできる、愛媛県公式アプリです。

第２条の２ 　災害対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われるものとする。 
２ 　国、地方公共団体及びその他の公共機関の適切な役割分担及び相互の連携協力を確保するとともに、これと併せて、住

民一人一人が自ら行う防災活動及び自主防災組織（住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織をいう。以下同じ。）
その他の地域における多様な主体が自発的に行う防災活動を促進すること。 

災害対策基本法（昭和36年法律第223号（抜粋））資 料 編

【基本理念】

第5条　市町村は、基本理念にのっとり、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地域並びに当該市町村の住民の生命、
身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該市町村の地域に係る防災に関
する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施する責務を有する。

2　市町村長は、前項の責務を遂行するため、消防機関、水防団その他の組織の整備並びに当該市町村の区域内の公共的団
体その他の防災に関する組織及び自主防災組織の充実を図るほか、住民の自発的な防災活動の促進を図り、市町村の有す
る全ての機能を十分に発揮するように努めなければならない。

3　消防機関、水防団その他市町村の機関は、その所掌事務を遂行するにあたつては、第一項に規定する市町村の責務が十
分に果たされることとなるように、相互に協力しなければならない。

【市町村の責務】

第５条の３ 　国及び地方公共団体は、ボランティアによる防災活動が災害時において果たす役割の重要性に鑑み、その自主
性を尊重しつつ、ボランティアとの連携に努めなければならない。

【国及び地方公共団体とボランティアとの連携】

地震・津波、気象注警報、土砂災害警戒情報や、河川洪水予報、国民保護情報など
の防災情報や、緊急のお知らせをお手持ちの携帯電話やパソコンに電子メールで
配信するサービスです。

愛媛県防災メール ■QRコードを利用する場合
右のQRコードを読み取り、空メールを送信して下さい。

〈登録方法〉

■QRコードが読み取れない場合
「bousai.ehime-pref@ehime-pref.ktaiwork.jp」へ直接空メールを
送信してください。

〈お問い合わせ先〉 愛媛県県民環境部防災局防災危機管理課防災情報係  TEL089-912-2318　mail ： bousaikikikanri@pref.ehime.lg.jp

１　災害発生情報の入手
　テレビやラジオで、地震発生後は各地の震度、台風は進路予測気
象警報等が放送されます。災害発生時は、まずはテレビやラジオで
災害情報を確認しましょう。
　また、大規模な災害では、県や市町のホームページで災害や避難
に関する情報等を掲載します。防災行政無線、携帯メール、地域によっ
てはCATVやコミュニティＦＭ等で関連情報の入手ができます。

　災害発生時には、デマやうわさ、間違った情報が飛び交うおそれがあります。
　安心して被災後の生活を営むためには、被害情報、ライフライン復旧等の生活関連情報など、正確な情報を把握する必要があります。報道
機関や県・市町の情報に注意しましょう。

２　家族の安否確認
　家族や知人の安否確認をする場合は、音声を記録する災害伝言ダ
イ ヤ ル171、ウェブ サ イト 利 用 の 災 害 伝 言 ホ ー ム ペ ー ジ

「web171」などは災害時でも活躍することが期待されます。すぐに
活用できるように事前に確認しておきましょう。

災害情報の入手について

緊急時のテレホンガイド保 存 版

１　災害対策に当たって、国、地方公共団体及びその他の公共機関それぞれが、防災計画や相互の応援協定等に基
づき、適切に役割分担し、相互に連携協力の確保を図るべきことを定めたものである。

２　行政による「公助」はもとより、住民一人ひとりが自発的に行う防災活動である「自助」や、地域の防災力向
上のための自主防災組織をはじめとした、地区内の居住者等が連携して行う防災活動である「共助」なくしては
災害に対処することは困難であるため、こうした自発的な防災活動を行政としても促進していくものである。

解

　説

1　市町村の責務の一つとして「自主防災組織の充実」を図ることが定められていたが、基本理念に盛り込んだ
「共助」の観点から、これに加えて、住民に最も近い基礎自治体である市町村が、住民の自発的な防災活動を一
層促進する責務を明らかにしたものである。

2　自主防災組織とは、防災に関する住民の責務を全うするため、地域住民が自分たちの地域は、自分たちで守ろ
うという連帯感に基づき、自主的に結成する組織であり、災害時には、災害による被害を防止し、軽減するた
め、警報の伝達、避難の指示、避難誘導、初期消火、物資の配分、炊き出し等の活動を行う組織、いわば実動部
隊として役割を期待されているものである。

3　なお、自主防災組織とボランティアの差異は、自主防災組織がもっぱら自分たちの地域は自分たちで守ろうと
いう自衛的な組織であるのに対し、ボランティアは、自分たちの地域に限らず他人に対して奉仕活動等を行うも
のであるところにある。

解

　説

　これまで、ボランティアによる防災活動の環境の整備については、国及び地方公共団体の施策上の配慮事項とし
て規定されていた（法８条第２項第１３号）ところだが、東日本大震災をはじめ、近年の災害時においては、多く
のボランティアが活発に活動を行い、被災地内外で重要な役割を果たしており、今後発生が懸念される大規模広域
災害等において、ボランティアの役割はますます大きくなることが見込まれるところである。
　そこで、国及び地方公共団体は、ボランティアによる防災活動の重要性に鑑み、その自主性を尊重しつつ、ボラ
ンティアとの連携に努めなければならないものとし、その連携について明確化したものである。
　なお、ここで規定するボランティアとは、個人・団体を問わず、「被災者の援護のため自発的に防災活動に参加
する者」全般を意味するものである。

解

　説


